
（8）令和５年（２０２3年）７月3０日 No.229町田市議会だより

この広報紙は ８１，９７６部作成し、１部当たりの単価は ２１円です。（職員人件費を含みます。）

◎
６
月
定
例
会
の
日
程

傍聴者数：１４９名
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日
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常
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教
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会
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常
任
委
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総
務
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健
康
福
祉
）
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２８
㊌
本
会
議

議
会
運
営
委
員
会

４１

　目の不自由な方のために、点字と声（カセットテー
プ版、デイジー版）の「町田市議会だより」を発行し
ています。
　ご希望の方は、議会
事務局調査法制係（☎
０４２－７２４－４０４９）まで
お申し込みください。

薬
剤
耐
性
菌
感
染
症
の
蔓
延

防
止
へ
の
取
り
組
み
体
制
の

強
化
を
求
め
る
意
見
書

特
別
支
援
学
校
・
学
級
等
へ

の
教
員
等
の
適
切
な
配
置
を

求
め
る
意
見
書

公
共
施
設
等
適
正
管
理
推
進

事
業
（
除
却
事
業
）
に
お
け

る
財
政
支
援
の
拡
充
を
求
め

る
意
見
書

議
員
提
出
議
案

意
見
書

意
見
書��（
要
旨
）

（
要
旨
）

本
定
例
会
で
は
意
見
書
３
件
を
可
決

し
、
議
長
名
で
関
係
行
政
庁
へ
提
出

し
ま
し
た
。
要
旨
は
次
の
と
お
り
で

す
。

　

抗
生
物
質
な
ど
の
現
行
の
抗
菌

薬
が
効
か
な
く
な
る
薬
剤
耐
性

（
Ａ
Ｍ
Ｒ
）
を
持
つ
細
菌
の
発
生

に
よ
り
、
医
療
機
関
に
お
い
て
適

切
な
治
療
や
手
術
時
の
感
染
予
防

な
ど
が
困
難
と
な
る
サ
イ
レ
ン
ト

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
薬
剤
耐
性
菌
感

染
症
）
が
世
界
的
に
発
生
し
て
い

る
。
出
来
る
限
り
早
い
段
階
で
の

薬
剤
耐
性
菌
に
よ
る
感
染
症
の
蔓

延
を
防
止
す
る
体
制
を
整
え
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
薬
剤
耐
性
対
策
を
国

家
戦
略
と
し
て
、
感
染
予
防
・
管

理
、
研
究
開
発
・
創
薬
、
国
際
協

力
等
を
着
実
に
推
進
す
る
な
ど
薬

剤
耐
性
菌
感
染
症
の
蔓
延
防
止
へ

の
取
り
組
み
体
制
の
強
化
を
求
め

る
。内閣

総
理
大
臣
ほ
か
５
件
宛
て

　

文
科
省
「
学
校
基
本
調
査
」
に

よ
る
と
、
特
別
支
援
教
育
を
受
け

る
児
童
生
徒
は
年
々
増
加
し
て
お

り
、
教
育
現
場
で
は
新
た
な
特
別

支
援
教
育
体
制
の
整
備
が
必
要
に

な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
政
府
に
お

い
て
は
、
教
員
等
の
適
切
な
配
置

に
向
け
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い

て
財
政
措
置
を
含
め
た
特
段
の
措

置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。

　

①
特
別
支
援
教
育
支
援
員
の
適

切
な
配
置
②
特
別
支
援
教
育
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
適
切
な
配
置
③

看
護
師
等
の
専
門
家
の
適
切
な
配

置
④
特
別
支
援
学
校
の
セ
ン
タ
ー

的
機
能
の
強
化
⑤
特
別
支
援
教
育

デ
ジ
タ
ル
支
援
員
（
仮
称
）
の
配

置
⑥
特
別
支
援
学
校
教
諭
免
許
状

の
取
得
支
援

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
６
件
宛
て

　

総
務
省
が
「
公
共
施
設
等
総
合

管
理
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
の

指
針
」
を
通
達
し
、
各
自
治
体
で

は
今
後
の
社
会
構
造
や
財
政
状
況
、

公
共
施
設
の
需
要
に
対
応
し
た
適

正
配
置
を
行
う
た
め
の
統
廃
合
や

更
新
の
取
組
を
進
め
て
い
る
。
現

在
、
国
が
行
っ
て
い
る
除
却
事
業

に
対
す
る
財
政
措
置
は
起
債
の
み

で
あ
り
、
地
方
交
付
税
の
算
定
対

象
外
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
町
田
市

議
会
は
地
方
自
治
体
に
お
け
る
公

共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
一
層
の

推
進
を
図
る
上
で
も
、
総
務
省
に

お
け
る
公
共
施
設
等
適
正
管
理
推

進
事
業
の
う
ち
、
除
却
事
業
に
係

る
地
方
財
政
支
援
の
拡
充
を
強
く

要
望
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
４
件
宛
て

　

町
田
市
議
会
で
は
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
対
策
と
し
て
、
５
月
１
日
か
ら

10
月
31
日
ま
で
軽
装
で
議
会
運
営

を
進
め
て
お
り
ま
す
。
ご
理
解
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

市
議
会
で
は
、
「
町
田
市
議
会

議
員
の
政
治
活
動
に
お
け
る
虚
礼

廃
止
に
関
す
る
決
議
」
に
基
づ
き
、

公
職
選
挙
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
す
べ
て
に
わ
た
り
清
潔
な
政

治
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
市
民

の
信
託
に
応
え
る
た
め
、
虚
礼
廃

止
に
関
す
る
要
綱
を
制
定
し
て
い

ま
す
。

　

公
職
選
挙
法
で
は
、
政
治
家
が

選
挙
区
内
の
人
や
団
体
に
お
金
や

物
を
贈
る
こ
と
は
時
期
や
理
由
を

問
わ
ず
禁
止
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

有
権
者
が
政
治
家
に
対
し
寄
附
を

求
め
る
こ
と
も
禁
止
し
て
い
ま
す
。

お
祭
り
や
地
域
の
行
事
等
へ
の
寄

附
や
飲
食
物
等
の
差
し
入
れ
な
ど

も
該
当
し
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
会
費
が
必
要

と
さ
れ
る
催
し
物
や
実
費
が
伴
う

行
事
等
に
ご
案
内
い
た
だ
く
場
合

は
、
会
費
（
他
の
参
加
者
と
同
等

額
）
を
必
ず
明
示
し
て
議
員
に
ご

通
知
く
だ
さ
る
よ
う
、
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

議
員
の
寄
附
行
為
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

議
会
で
の
夏
期

軽
装
に
つ
い
て

　市議会のしくみ
をわかりやすく説
明している、子ども
向けパンフレット
を作成しています。
　市議会ホームペ
ージの「キッズペー
ジ」からご覧いただ
けます。

わたしたちの町田市議会　市議会は３月、６月、９月、１２月に定例会を開い
ています。どなたでも本会議や常任委員会を傍聴す
ることができます。
　市庁舎３階の受付カウンターまでお気軽にお越し
ください。
　次回９月定例会の日程は１面をご覧ください。

【
議
会
運
営
委
員
会
】

　

地
震
、
台
風
そ
の
他
の
大
規
模

な
災
害
の
発
生
等
に
よ
り
委
員
が

委
員
会
の
開
会
場
所
に
参
集
す
る

こ
と
が
困
難
と
認
め
る
と
き
に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
委
員

会
を
開
会
す
る
こ
と
を
可
能
と
す

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
す
。

　

こ
の
議
案
は
６
月
２８
日
の
本
会

議
に
お
い
て
、
全
員
一
致
を
も
っ

て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
提
出
議
案

委
員
会
提
出
議
案

第
３
号　
町
田
市
議
会
委
員

会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例町田市議会議員の政治活動における�

虚礼廃止に関する要綱

平成元年１２月１日制定
平成２年２月１日改正

　この要綱は、「町田市議会議員の政治活動における虚礼廃止に関する決
議」に基づき、公職選挙法の規定にかかわらず、すべてにわたり清潔な政
治活動を行うことにより市民の信託に応えるため制定するものである。

記
１、企業・団体からの金品等の寄附は受けない。
２、資金集めを目的としたパーティー・事業等は行わない。
３、�町内会・自治会、その他市の財政援助団体並びに公的行事への金品等の
提供及び祝電・弔電は行わない。

４、新聞等への個人名刺広告の掲載は行わない。
５、�答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状
その他これに類するあいさつ状（電報その他これに類するものを含む。）
は廃止する。

　　附則
　この要綱は、平成元年１２月１日から適用する。

　本会議や委員会の傍聴を希望する聴覚等に障がいのある方に、
手話通訳者や要約筆記（ノートテイク）者の派遣を行っています。
希望される場合は、傍聴希望日の８日前（土・日曜及び祝日を
除く）までに、ＦＡＸ（050－3161－7663）・メール（gikai@
city.machida.tokyo.jp）で議会事務局までお申し込みください。
　なお、手話通訳者及び要約筆記者の確保ができない場合もあ
りますので、あらかじめご了承ください。

申込内容
・希望する派遣の種類
　（手話通訳又は要約筆記）
・住所又は連絡先
・氏名
※�申込者以外にも同じ内容の会議において、手話通訳及び要約
筆記を希望される方がいる場合は、全員のお名前を記載して
ください。
・傍聴希望の日時又は内容

手話通訳・要約筆記(ノートテイク)を希望する方へ


